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タイの洪水被害に対する支援対策：救援物資の輸送協力について 

 

当協会は、2011 年 7 月下旬から洪水による深刻な被害を受けておりますタイの復興支援に

資するため、コンテナによる日本からの救援物資を無償にて海上輸送することといたしまし

たので、その概要について下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

引き受け物資：日本からのタイ向けの無償救援物資。但し、危険物、動物、制限品などお引

受けできないものがありますので、各社にお問い合わせ下さい。 

 

輸送形態：ドライコンテナでの輸送となります。  

 

輸送範囲：積港コンテナヤードから揚港コンテナヤードまでとします。  

 

積港：  各社運航船の国内直接寄港地。詳細はお問い合わせ下さい。 

 

揚港：  タイにおける各社運航船直接寄港地。詳細はお問い合わせ下さい。 

 

引受条件： 

- 出荷主・荷受人が、①政府・自治体などの公的機関、または②各国政府から認定を受け

た支援団体等（各社基準によります）であること。 

- 出荷主・荷受人の連絡先が明確であり、出発地・到着地での通関手続き、陸上輸送手続

き等は出荷主・荷受人により確実に手配されること。 

- 運航船のスペースやターミナルの状況等により、お引受けを調整させていただく場合が

ございます。 

 

輸送船社：当協会の会員である日本郵船、商船三井、川崎汽船による輸送となります。 

 

期限：  2011 年 11 月から 12 月末までに積港コンテナヤードに搬入される物資を対象としま

す。但し、一定量に達したのち締め切らせていただく場合があります。 

 

以上 


